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平成２６年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加され

た寄附金の配分団体等の認可について 

 

（諮問第１０９９号） 

 

 

 





別紙 

審査結果 
お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号。以下「法」

という。）の規定に適合したものと認められることから、これを認可すること

が適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金から控除さ

れる次の費用が妥当であること 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに当該寄附金のとり

まとめのため日本郵便株式会社

（以下「会社」という。）におい

て特に要した費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の１００分の１．

５に相当する額を限度） 

（法第７条第２項） 

 

適 会社は、寄附金の額から控除する

費用の額のうち、寄附金付郵便葉書

等の発行及び販売並びに当該寄附

金に係る取りまとめのために特に

要した費用として、寄附金公募の周

知費用（周知用チラシ、新聞広告

掲載料）等を計上しているところ、

当該費用の額は、適切に積算されて

いることから、妥当なものと認めら

れる。 

また、会社は、寄附金の管理並び

に配分金の交付及び配分金の使途

の監査のために特に要する費用と

して、寄附金の管理等に要する人

件費等を計上しているところ、当該

費用の額は、適切に積算されている

と認められ、かつ、法第７条第２項

に定める限度額を超えないものであ

ることから、当該費用の額について

は、妥当なものと認められる。 

※今回の寄附金の配分に当たって会社が

控除する費用（注：万円未満は四捨五

入） 

ア 寄附金付お年玉付郵便葉書等の発行

及び販売並びに寄附金の取りまとめに

特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金公募の周知費用（周知用チラ

シ、新聞広告掲載料）、業務委託費

等 

（イ）金額 

１，９１８万円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及

び配分金の使途の監査のため特に要す

る費用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費、業

務委託費等 



審査基準 
審査

結果 
理由 

（イ）金額 

８７３万円 

※法第７条第２項で定める上限

（寄附金額５億８，２２２万円

の１００分の１．５に相当する

額：８７３万円）の範囲を超え

ていない。 

寄附金が、社会福祉の増進を目的

とする事業等の法第５条第２項各

号に掲げる事業を行う団体の当該

事業の実施に必要な費用に充てら

れていること。 

（法第７条第３項） 

適 配分団体の決定については、寄

附金の公募要領によれば、会社に

おいて、申請団体の資格及び法第

５条第２項各号に掲げる事業を行

う団体か否かについての内容審査

を行った上で公募時に公表してい

る審査基準に則って、社外有識者

から構成される審査委員会で審議

等を経て付された優先順位に従っ

て決定している。 

配分団体ごとの配分すべき額の

決定については、寄附金の公募要

領によれば、会社において、申請

額を基本として審査委員会が必要

に応じて行う査定に基づいて決定

していることから、審査の過程に

ついては、公正であると認められ

る。以上より、配分団体及び配分

団体ごとの配分すべき額の決定は

妥当なものと認められる。 

配分に係る寄附金（以下「配分金」

という。）の使途の適正を確保する

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（法第７条第４項） 

 

適 配分団体が守らなければならな

い事項は、配分金の使途制限、実

施計画の変更、配分金の経理に関

するもの等を定めており、配分金

の使途の適正を確保するために必

要十分なものであることから、妥

当なものと認められる。 

配分金の交付、配分金の使途につ

いての監査及び当該監査の結果に

基づく配分金の返還に関し必要な

事項が定められていること。 

（法第７条第４項） 

適 監査に関する事項は、監査に応

ずる義務、監査の実施時期、監査

の実施方法を定めており、配分金

の使途の適正を確保するために必

要十分なものであることから、妥

当なものと認められる。 
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総 務 省 

  



第１ 寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金の配分について 

１ 配分対象事業 

  日本郵便株式会社は、寄附金付郵便葉書等に付加された寄附金

について、お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第

２２４号。以下「お年玉法」という。）第５条第２項により以下の

事業を行う団体に対して寄附金を配分することが可能となってお

り、日本郵便株式会社は以下の１０の事業について公募を行い、

配分団体毎に配分すべき額を決定することとしている。 
 

①社会福祉の増進 

②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防 

③がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防 

④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助 

⑤交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通

事故の発生若しくは水難の防止 

⑥文化財の保護 

⑦青少年の健全な育成のための社会教育 

⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興 

⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護 

⑩地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模

に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。） 

  
２ 総務大臣の認可 

  お年玉法第７条に基づき、日本郵便株式会社がとりまとめた寄

附金を配分団体毎の配分すべき額を決定するに当たっては、総務

大臣の認可を要することとなっており、平成２６年用寄附金付年

賀葉書等に付加された寄附金について、今回、認可申請を受けた

ところ。 
 
３ 審議会への諮問 

お年玉法第１１条に基づき、総務大臣は認可を行うにあたり、

情報通信行政・郵政行政審議会に諮問することとなっており、今

回諮問を行っているもの。 

１ 

 



第２ 日本郵便株式会社の寄附金配分団体の公募 

１ 概要 

  日本郵便株式会社では、平成２５年８月に寄附金配分団体の公

募を開始。 

（１）配分対象事業 

   平成２７年３月末日までに完了するもので、第１の１①～⑩

のとおり。 

（２）助成分野 

  ア 活動・一般プログラム 

  イ 活動・チャレンジプログラム 

  ウ 施設改修 

  エ 機器購入 

  オ 車両購入 

  カ 東日本大震災の被災者救助・予防（復興）【特別枠】 
（申請可能団体） 

ア～オ：社会福祉法人、更生保護法人、公益社団法人（公益社団法人に移行予定の特例

社団法人を含む。）、公益財団法人（公益財団法人に移行予定の特例財団法人を

含む）、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

カ：営利を目的としない法人（上記団体に加え、一般社団法人、一般財団法人、生協法

人、学校法人等） 
（３）連続年配分の制限 

２年連続して同一団体（法人）は助成不可。 
（前回又は今回のどちらかで、上記のイ又はカの分野で事業実施の場合を除く。） 

２ 寄附金配分までの流れ 

日本郵便（株）で寄附金配分団体の公募実施(25.8.31)・申請書受付(9.17) 

申請書受付締切(25.11.15) 

日本郵便(株)から配分団体に配分額等を通知 

日本郵便（株）から認可申請書提出(26.2.17) 

申請団体の資格に関する審査 

対象事業の範囲・条件に関する審査 

社外有識者による審査委員会の審査等 

情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問(26.3.28) 

総務大臣認可 

 

 

日
本
郵
便
で

審
査 

 
 

 
  

情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 

  
  

  

２ 

 



第３ 日本郵便株式会社からの申請 

１ 概要 

  平成２６年の寄附金付年賀葉書・年賀切手で寄せられた寄附金

の配分について、次の（１）～（３）の申請があったもの。 

 （１）配分金・配分団体の決定（お年玉法第７条第４項） 

   ア 配分金 

   （ア）寄せられた寄附金額 
 販売枚数 寄附金額 

寄附金付年賀葉書 

(５０円＋寄附金５円) 
１億０，９２７万枚 ５億４，６３３万円 

寄附金付年賀切手 

(５０円＋寄附金３円) 
１，０８５万枚 ３，２５５万円 

寄附金付年賀切手 

(８０円＋寄附金３円) 
１１１万枚 ３３４万円 

合計 １億２，１２３万枚 ５億８，２２２万円 

   （イ）配分原資と配分金 
寄附金額① ５億８，２２２万円 

前年からの繰越金② ６，０３６万円 

配分費用③ ２，７９２万円 

配分原資（④＝①＋②－③） ６億１，４６６万円 

配分金⑤ ６億０，４０２万円 

繰越金（④－⑤） １，０６４万円 

（万枚・万円未満は四捨五入） 

イ 日本郵便株式会社が寄附金を配分しようとする団体数 

     ２９７団体 
    【配分団体が行う事業の例】 

・重度障害者共同生活施設の改修事業 

・青少年の健全育成のための自然体験教室事業 

・被災地における水難救助体制復興のための救助機具整備事業 

（２）配分団体が守らなければならない事項（お年玉法第７条第４項） 

配分金の目的外利用禁止や他の資金と区別して経理するこ

と等を定めているもの。 

（３）配分金の使途についての監査に関する事項（お年玉法第７条第４項） 

配分団体の監査応諾義務や監査の実施方法等を定めている

もの。 

３ 

 



２ 日本郵便株式会社における寄附金配分の考え方 

（１）審査方法 

ア 適格性審査 

①申請可能な法人格を有していること 

②２年連続して配分を受けるものでないこと（前回又は今回

のどちらかで、東日本大震災の被災者救助・予防(復興)又

は活動・チャレンジプログラムによる事業実施の場合は除

く。） 

③必要な添付書類が付されていること 

等について審査を実施。 

 

イ 配分審査 

申請１件当たり２名の審査委員により審査･評価し、審査委

員会に報告・審議。申請事業の内容評価のほか、より多くの団

体に配分が可能になるよう、定量的条件を加味して優先順位を

つける。 

 

  【申請事業に期待する項目】 

○先駆性の高い事業であること 

○社会的ニーズとその波及効果の高い事業であること 

○事業計画の明確性・実現性が高い事業であること 

○事業実施の緊急性の高い事業であること 

 

  【定量的条件】 

   ○寄附金申請額が少額 

○一定の自己負担がある。自己負担額割合が高い 

○団体の前年度決算における次期繰越剰余金がより少額 
 

 

（２）団体からの申請と採択状況 

日本郵便宛の 

団体からの申請 
日本郵便の配分(案) 採択率 

件数 金額(万円) 件数 金額(万円) 件数 金額 

870 

(1,164) 

231,378 

(318,489) 

297 

(275) 

60,402 

(60,011) 

34.1％ 

(23.6％) 

26.1％ 

(18.8％) 
（括弧内は前年） 

  

４ 

 



第４ 審査結果 

お年玉法の規定に適合したものと認められることから、認可する

ことが適当である。 

審査基準 
審査

結果 
理由 

取りまとめた寄附金から控除さ

れる次の費用が妥当であること 

ア 寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに当該寄附金のとり

まとめのため日本郵便株式会社

（以下「会社」という。）におい

て特に要した費用 

イ 寄附金の管理並びに配分金の

交付及び配分金の使途の監査の

ため、会社において特に要する費

用（寄附金の額の１００分の１．

５に相当する額を限度） 

（お年玉法第７条第２項） 

 

適 会社は、寄附金の額から控除する

費用の額のうち、寄附金付郵便葉書

等の発行及び販売並びに当該寄附

金に係る取りまとめのために特に

要した費用として、寄附金公募の周

知費用（周知用チラシ、新聞広告

掲載料）等を計上しているところ、

当該費用の額は、適切に積算されて

いることから、妥当なものと認めら

れる。 

また、会社は、寄附金の管理並び

に配分金の交付及び配分金の使途

の監査のために特に要する費用と

して、寄附金の管理等に要する人

件費等を計上しているところ、当該

費用の額は、適切に積算されている

と認められ、かつ、お年玉法第７条

第２項に定める限度額を超えないも

のであることから、当該費用の額に

ついては、妥当なものと認められる。 

 
※今回の寄附金の配分に当たって会社が

控除する費用（注：万円未満は四捨五

入） 

ア 寄附金付お年玉付郵便葉書等の発行

及び販売並びに寄附金の取りまとめに

特に要した費用 

（ア）使途 

寄附金公募の周知費用（周知用チラ

シ、新聞広告掲載料）、業務委託費

等 

（イ）金額 

１，９１８万円 

イ 寄附金の管理並びに配分金の交付及

び配分金の使途の監査のため特に要す

る費用 

（ア）使途 

寄附金の管理等に要する人件費、業

務委託費等 

（イ）金額 

５ 

 



審査基準 
審査

結果 
理由 

８７３万円 

※お年玉法第７条第２項で定め

る上限（寄附金額５億８，２２

２万円の１００分の１．５に相

当する額：８７３万円）の範囲

を超えていない。 

寄附金が、社会福祉の増進を目的

とする事業等のお年玉法第５条第

２項各号に掲げる事業を行う団体

の当該事業の実施に必要な費用に

充てられていること。 

（お年玉法第７条第３項） 

適 配分団体の決定については、寄

附金の公募要領によれば、会社に

おいて、申請団体の資格及びお年

玉法第５条第２項各号に掲げる事

業を行う団体か否かについての内

容審査を行った上で公募時に公表

している審査基準に則って、社外

有識者から構成される審査委員会

で審議等を経て付された優先順位

に従って決定している。 

配分団体ごとの配分すべき額の

決定については、寄附金の公募要

領によれば、会社において、申請

額を基本として審査委員会が必要

に応じて行う査定に基づいて決定

していることから、審査の過程に

ついては、公正であると認められ

る。以上より、配分団体及び配分

団体ごとの配分すべき額の決定は

妥当なものと認められる。 

配分に係る寄附金（以下「配分金」

という。）の使途の適正を確保する

ために配分団体が守らなければな

らない事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第４項） 

 

適 配分団体が守らなければならな

い事項は、配分金の使途制限、実

施計画の変更、配分金の経理に関

するもの等を定めており、配分金

の使途の適正を確保するために必

要十分なものであることから、妥

当なものと認められる。 

配分金の交付、配分金の使途につ

いての監査及び当該監査の結果に

基づく配分金の返還に関し必要な

事項が定められていること。 

（お年玉法第７条第４項） 

適 監査に関する事項は、監査に応

ずる義務、監査の実施時期、監査

の実施方法を定めており、配分金

の使途の適正を確保するために必

要十分なものであることから、妥

当なものと認められる。 

 

６ 
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１ 日本郵便（株）の寄附金の事業別配分推移 

(金額：万円) 

事業＼項目 
平成２２年用 平成２３年用 平成２４年用 平成２５年用 平成２６年用（案） 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

１号事業（社会福祉増進） 176 29,287 142 29,038 226 43,132 180 34,951 215 39,618 

２号事業（非常災害救助・予防） 3 610 8 10,184 39 14,991 30 10,735 26 10,136 

（再掲）東日本大震災 - - 7 10,084 33 13,087 29 10,686 24 9,659 

３号事業（特殊疾病治療・予防） 0 0 0 0 4 1,300 3 550 0 0 

４号事業（原爆治療・援助） 1 500 2 644 0 0 0 0 0 0 

５号事業（交通事故・水難） 1 50 0 0 1 320 0 0 1 50 

６号事業（文化財保護） 4 745 2 550 3 1,020 3 589 3 750 

７号事業（青少年健全育成） 38 6,611 31 4,102 35 5,867 39 6,111 39 5,640 

８号事業（健康保持増進） 5 306 0 0 1 255 1 11 1 50 

９号事業（海外留学生援護） 1 175 0 0 0 0 2 840 0 0 

10号事業（地球環境保全） 26 9,505 18 7,051 22 7,809 17 6,225 12 4,158 

計 255 47,789 203 51,568 331 74,694 275 60,011 297 60,402 

 
【参考】東日本大震災の被災者の救助等を寄附目的とする特殊切手｢東日本大震災寄附金付｣（額面８０円＋寄附金２０円 販売期間：H23.6.21

～9.30）及び郵便葉書「東日本大震災寄附金付かもめ～る」（額面５０円＋寄附金５円 販売期間：H23.6.1～8.26）の寄附金配分状況 

   ８３団体（６県、７７市町村）に総額８億９，２９７万円を配分 
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２ 最近５年間の寄附金の配分原資・日本郵便（株）への申請・配分状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成２３年用年賀については、東日本大震災被災者支援のため緊急公募を行い、通常の申請に加えて 

４５団体９．２億円の申請が寄せられたことから、申請額及び申請団体数が例年より多くなっている。 
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申請額（億円） 
配分額（億円） 
申請団体数 
配分団体数 

（団体数） （億円） 
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３ 平成２６年用寄附金付の年賀葉書と年賀切手 

  

【寄附金付年賀切手（８０円＋寄附金３円】 
■意匠：琉球張り子「チンチン馬」 
■原画作者：貝淵 純子 
■販売地域等：全国及び切手ＳＨＯＰ 
■印面寸法（縦×横）：48.0mm×22.5mm 

【全国版：寄附金付年賀葉書（５０円＋寄附金５円）】 

■意匠：料額印面／宝船 
    裏面／馬 
■原画作者：星山 理佳 
■販売地域等：全国及び切手 SHOP 

■印面寸法(縦×横)：25.0 ㎜×22.5 ㎜ 

 

【寄附金付年賀切手（５０円＋寄附金３円）】 
■意匠：のごみ人形「稲荷駒」 
■原画作者：中丸 ひとみ 
■販売地域等：全国及び切手ＳＨＯＰ 
■印面寸法（縦×横）：48.0mm×22.5mm 
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４ 寄附金の公募要領（日本郵便株式会社報道発表資料） 
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５ 平成２４年年賀に付加された寄附金の配分事業の事例（日本郵

便（株）提供） 

 
【平成２４年年賀の寄附金配分額】 

３０６件 約６億４千万円（確定額） 

【配分事業事例】 

ア 活動・一般 
団体名 特定非営利活動法人 日本コンチネンス協会（東京都杉並区） 

事業名 高齢者や障害者のための「排泄の悩み電話相談」強化事業 

事業種別 社会福祉の増進を目的とする事業 

配分額 ２４６万円 

事業内容  排泄の悩み電話相談の新たな電話相談員の養成及び既存相談員の資

質向上を図るための研修を実施し、質の高い電話相談員を確保するとと

もに、転送電話システム導入による電話相談体制の整備により、特定の

曜日を電話相談日として固定するなどの体制の強化を図った。 

 また、電話相談に関するチラシ等を作成し、イベント等で配布するな

どのＰＲ活動を実施した。 

・電話相談員の増加：５名から２８名 

・相談件数の増加：対応件数が前年度の約１．７倍に増加 

(平成２４年度６０２件(平成２３年度３５４件)) 

 

【転送電話システムについて】 

 本部にかけられた電話を全国の相談員の自宅に転送できるようにし

たシステム。それまでは、相談員が本部に来て受電する方法をとってい

たが、転送電話システムを導入したことにより、相談員が在宅で相談電

話を受電することができるようになった。 

 

 

 

 

 

参考写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談者 

本部 

相談員 

相談電話 転送 
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イ 活動・チャレンジ 
団体名 特定非営利活動法人 ＮＡＴＵＲＡＳ

ナ チ ュ ラ ス

（北海道函館市） 

事業名 子どもたちの郷土愛を深める教育プロジェクト事業 

事業種別 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 

配分額 ５０万円 

事業内容  郷土愛を深めるという教育目的を達成するために、函館の街並みの特

徴の一つであるレンガ建造物をモチーフに、オリジナルのミニチュアレ

ンガの家を作る「Xmas☆ぷちレンガ☆サンタのおうち」というアート活

動を実施。 

 参加した小中学生らに楽しみながら街に興味を抱かせ、同時に歴史や

文化を教え、街の知識と価値を学び郷土愛を育む教育成果を挙げた。 

 特に作品の発表の場があることで、小中学生らの制作意欲向上にも繋

がった。 

・「Xmas☆ぷちレンガ☆サンタのおうち」４回開催・参加者計７０名 

・「Xmas☆ぷちレンガ☆サンタのおうち作品展」平成２４年１２月１

０～１２月２５日開催 来場者約８００名 

（来場者は、小中学生らの家族や訪れた観光客など） 

参考写真  
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ウ 施設改修 
団体名 特定非営利活動法人 尾上蔵

お の え く ら

保存利活用促進会（青森県 平川市
ひ ら か わ し

） 

事業名 文化財保護を目的とする農家蔵保存改修事業 

事業種別 文化財の保護を行う事業 

配分額 ４７０万円 

事業内容  平川市 金屋
か な や

地区に古くからある文化及び地域資源でもある農村景観

を維持・保全するため、国登録有形文化財農家蔵の老朽化による壁の亀

裂や屋根などの改修工事を実施。施設改修により、文化遺産として後世

に残すための補強を施すことができた。 

・平成２５年度教育旅行受入見込み：３，２５０名(２２年度：２，０

００名) 

参考写真  

 

 

 

 

 

 

エ 機器購入 
団体名 社会福祉法人 黒松内

くろまつない

つくし園（北海道 黒松内町
くろまつないちょう

） 

事業名 養護老人ホーム及び除雪ボランティアのための除雪機購入事業 

事業種別 社会福祉の増進を目的とする事業 

配分額 １６４万円 

事業内容  養護老人ホームでの除雪や在宅の老人世帯の除雪ボランティア事業

において使用する除雪機の作業効率が悪く、故障が頻繁に起きるため、

新たな除雪機を購入。養護老人ホーム及び在宅老人宅・神社境内の除雪

等に使用。従前の除雪機では自走ができなかったが、新たな除雪機では

それができるようになり、除雪作業の効率化に繋がった。 

 更改前の除雪機では、故障・修理のため作業が中断することがあった

が、新たな除雪機を購入したことで、それが解消したことにより、作業

時間の短縮に繋がり、効率的に作業ができるようになった。 

・降雪期は毎日使用(降雪状況により１日２～４回程度) 

参考写真  
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オ 車両購入 
団体名 社会福祉法人 綾町

あやちょう

社会福祉協議会（宮崎県 綾町
あやちょう

） 

事業名 送迎用車両の更改事業 

事業種別 社会福祉の増進を目的とする事業 

配分額 ２２７万円 

事業内容  綾町社会福祉協議会は、町民の皆さまの協力を得ながら地域福祉活動

を行っているところ。 

 今般、町民による地域福祉活動、ケアハウス入居者及び児童館利用の

児童等の外出を安全・快適に利用するために車両の更改を実施。車両は、

ボランティア団体活動や高齢者の地域での交流会にも活用し、地域福祉

の増進に役立てている。 

 更改した車両は、利用者が乗降しやすいように手すり等が設置されて

おり、また、全席３点式シートベルトにより、さらに安全面も向上。 

・１５日／月 使用 

・使用エリアは宮崎県内 

参考写真  
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カ 東日本大震災の被災者救助・予防（復興） 

団体名 公益財団法人 理想教育財団（東京都港区） 

事業名 東日本大震災被災小中学校に対する図書教材寄贈事業 

事業種別 被災者の救助又はその予防（復興）を目的とする事業 

配分額 ５００万円 

事業内容  ８地区（岩手県：陸前高田市・宮古市・山田町
や ま だ ま ち

・大槌町
おおつちちょう

、宮城県：

石巻市・気仙沼市・南三陸町
みなみさんりくちょう

・女川町
おながわちょう

）の公立小中学校９９校に対し、

１校につき１０万円を目安として、各校から授業に必要な図書・教材の

要望を受け、地元の業者から調達して各校に寄贈。 

・寄贈図書・教材：約３，０００冊（セット） 

 当初３地区７８校を想定していたが、対象地域を増やし８地区９９校

に実施することができた。 

参考写真  
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６ 関係法令条文 

 

○お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和２４年法律第２２４号） 

 

第二条 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その

発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。  
一 発行の数  
二 販売期間  
三 くじ引の期日  
四 前条第一項の金品の金額又は種類及び当せんの数 
五 前条第一項の金品の支払又は交付の期日及び手続 

 
（寄附金付郵便葉書等の発行）  

第五条 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便

切手（お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。）

を発行することができる。  
２ 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必

要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。 
一 社会福祉の増進を目的とする事業  
二 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を

行う事業  
三 がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を

行う事業 
四 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業 
五 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事

故の発生若しくは水難の防止を行う事業  
六 文化財の保護を行う事業 
七 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業 
八 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業  
九 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業   
十 地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に

生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。）を図るために行う事業 
 
３ 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発

行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、当該寄附金付

郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年

玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項

のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。  
一 寄附目的  
二 発行の数  
三 販売期間  
四 付加される寄附金の額  

３１ 
 



４ 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。 
 
（寄附の委託）  

第六条 会社（寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含

む。）から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金

付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につ

き前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社

に委託したものとする。 
 

（寄附金の処理等）  

第七条 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめる

ものとする。  

２ 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金（次条及び第九条を除き、

以下単に「寄附金」という。）の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及

び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費

用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金

の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に

要する費用の額を控除するものとする。 

３ 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五

条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附

金を配分すべきもの（以下「配分団体」という。）及び当該団体ごとの配分

すべき額を決定するものとする。 

４ 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附

金（以下「配分金」という。）の使途の適正を確保するために当該配分団体

が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての

監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

５ 会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体

が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する

事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。 

６ 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公

表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を

当該配分団体に通知しなければならない。 

 

第八条 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全

部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又

は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日

以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書（第

一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。）にその

額が表示されている寄附金とみなす。  
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（寄附金の経理等）  

第九条 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合

において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充て

るものとする。  

２ 前条の規定は、前項の利子その他の収入金について準用する。 

 

第十条 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間にお

ける寄附金に関する経理状況を公表するものとする。 

 

（協議等）  

第十一条 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附

金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議

会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する

機関をいう。）で政令で定めるものに諮問しなければならない。 
 

（政令への委任）  

第十二条 この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、

政令で定める。 
 
（罰則） 

第十三条 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない

場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の

取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。 
 
 
○お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令（昭和３３年政令第２７９号） 

 

（寄附金の配分を受けようとする団体の公募） 

第一条 日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、お年玉付郵便葉書等

に関する法律 （以下「法」という。）第七条第三項 の規定による決定をし

ようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受

けようとする団体を公募しなければならない。 
 
（審議会等で政令で定めるもの）  

第四条 法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行

政審議会とする。 

３３ 
 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%8d%91%89%c6%8d%73%90%ad%91%67%90%44%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%88%ea%93%f1%81%5a&REF_NAME=%91%e6%94%aa%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000%231000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000
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